
神戸市水道局における外部機関との共同研究等に関する要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、神戸市水道局（以下「当局」という。）が民間企業や大学等外部

機関（以下「共同研究者」という。）と行う研究等（以下「共同研究等」という。）

を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 

（共同研究等の種類） 

第２条 共同研究等の分類は次の各号に掲げるとおりとする。なお、次に掲げる第１号

及び第２号を総称して、「共同研究」という。 

(１) 「公募型共同研究」とは、当局が共同研究課題を設定したのち、共同研究者

を公募して行う研究をいう。 

(２) 「一般共同研究」とは、当局と共同研究者が研究課題を設定して行う研究を

いう。 

(３) 「フィールド提供型研究」とは、共同研究者が設定した研究課題に対してフ

ィールド提供を行う研究をいう。ただし、フィールド提供型研究を実施できる

のは、公的機関・大学等・地元企業（本社が神戸市内に所在する企業）及びこ

れらと共同研究体を構成する民間企業等外部機関とする。 

（共同研究等にかかる費用負担） 

第３条 共同研究等にかかる費用負担は原則として次の各号に掲げるとおりとする。た

だし、費用負担に関して契約書等において別の定めをしたときは、この限りでない。 

(１)公募型共同研究の費用負担は、当局と共同研究者での応分負担とする。 

(２)一般共同研究の費用負担は、当局と共同研究者での応分負担とする。 

(３)フィールド提供型研究の費用負担は、共同研究者の負担とする。 

（共同研究等の実施要件） 

第４条 共同研究等は、次に掲げる要件を満たすものに限り、実施することができる。 

(１) 共同研究課題が神戸市水道事業の行政目的に合致したものであること。 

(２) 共同研究等として実施することが合理的かつ効果的なものであること。 

(３) 共同研究等を実施することにより、当局の業務に支障を及ぼさないように配

慮されていること。 

（共同研究者の要件） 

第５条 共同研究者は、共同研究等の実施に十分な技術的能力及び経理的基礎を有する

ものでなければならない。 

（共同研究等審査会の設置） 

第６条 研究課題、内容、実施の可否等を審査するために、当局内に共同研究等審査会

（以下「審査会」という。）を設置するものとし、審査会の設置及び運営等に関する

要綱は、別に定めるものとする。 

２ 審査会は、原則非公開とする。 

（共同研究の申請） 

第７条 公募型共同研究に応募又は一般共同研究を提案しようとする者（以下「希望者」

という。なお、希望者が共同研究体であったときは、共同研究体の代表者とする。）

は、共同研究申請書（別記様式１－１）及び次に掲げる内容を記載した共同研究提案

書を当局において共同研究を担当する課（以下「研究担当課」という。）を通じて審査

会事務局に提出しなければならない。 



 

(１) 研究の課題名 

(２) 研究の目的及び内容 

(３) 研究の目標（可能な限り具体的な数値とする。） 

(４) 研究の実施場所 

(５) 研究計画 

(６) 研究体制 

(７) 研究の費用分担 

(８) 使用する主な施設並びに水、電気及びガス等（当局の施設を使用する場合） 

(９) 共同研究に関する研究実績及び特許権等の取得状況 

(10) 会社概要 

（共同研究の審査） 

第８条 前条に規定する共同研究の申請があったときは、審査会は、当該共同研究にお

ける提案内容の審査基準（別表）への適合性について審査するものとする。 

２ 前項に規定する審査において、審査基準に適合していると判断されたときにのみ公

募型研究の共同研究者の選定又は一般共同研究の実施を承認するものとする。 

３ 当局は、希望者に対し前２項に規定する審査結果を審査結果通知書にて通知するも

のとする。 

（契約の締結） 

第９条 前条に規定する審査において共同研究の実施を認められた者は、共同研究の内

容、及び費用負担、並びに研究成果の取扱い等について、標準共同研究契約書（別記

様式２）に基づき、当局と協議を行うものとする。 

２ 前項の協議が成立したとき、前条に規定する審査において共同研究の実施を認めら

れた者は、研究担当課と共同研究契約を締結するものとする。ただし、契約書の内容

を標準共同研究契約書から大幅に変更する場合は、事前に契約書の案及び契約書対照

表（別記様式３）を作成した上で審査会事務局へ申請し、審査会の承認を得なければ

ならない。 

３ 一般共同研究に関する契約を締結する際、契約書の内容を標準共同研究契約書から

大幅に変更する場合は、第７条に規定する申請時に契約書の案及び契約書対照表を作

成の上、第８条に規定する審査を受けることで、前２項の手続きを省略の上、契約を

締結することができる。ただし、第７条に規定する申請時に申請した契約書の案から

変更があった場合については、この限りでない。 

４ 共同研究契約書を締結した研究担当課は、契約書の写しを審査会事務局に提出しな

ければならない。 

（共同研究契約の変更） 

第10条 前条に規定する契約締結後、共同研究の計画又は内容等を変更する必要が生じ

たときは、当局と共同研究者とで協議のうえ、当該共同研究の契約を変更することが

できる。ただし、契約書の内容を変更する場合は、審査会の承認を得なければならな

い。 

（フィールド提供型研究の申請） 

第11条 フィールド提供型研究を提案しようとする者（以下「研究者」という。なお、

研究者が共同研究体であったときは、共同研究体の代表者とする。）は、フィールド

提供型研究申請書（別記様式１－２）及び次に掲げる内容を記載した研究実施計画書



を研究担当課を通じて審査会事務局に提出しなければならない。 

(１) 研究の課題名 

(２) 研究の目的及び内容 

(３) 研究の実施場所 

(４) 研究計画 

(５) 研究体制 

(６) 使用する主な施設並びに水、電気及びガス等（当局の施設を使用する場合） 

(７) 会社概要 

（フィールド提供型研究の審査） 

第12条 前条に規定するフィールド提供型研究の申請があったときは、審査会は、研究

者から提出された資料をもとに当該研究に対するフィールド提供の可否について審

査するものとする。 

２ 審査会は、当該フィールド提供型研究における提案内容の審査基準（別表）への適

合性を審査し、審査基準に十分適合していると判断されたときにのみフィールド提供

型研究の実施を決定するものとする。 

３ 審査会事務局は、研究者に対し前２項に規定する審査結果を審査結果通知書にて通

知するものとする。 

（フィールド提供に関する覚書の締結） 

第13条 前条に規定する審査においてフィールド提供型研究の実施を認められた者は、

フィールド提供に関する事項等について、フィールド提供に関する標準覚書（別記様

式４）に基づき、当局と協議を行うものとする。 

２ 前項の協議が成立したときは、フィールド提供に関する覚書を締結するものとする。

ただし、覚書の内容をフィールド提供に関する標準覚書から大幅に変更する場合は、

事前に覚書の案及び覚書対照表（別記様式５）を作成した上で審査会事務局へ申請し、

審査会の承認を得なければならない。 

３ フィールド提供型研究に関する覚書を締結する際、覚書の内容をフィールド提供に

関する標準覚書から大幅に変更する場合は、第11条に規定する申請時に覚書の案及び

覚書対照表を作成の上、第12条に規定する審査を受けることで、前２項の手続きを省

略の上、覚書を締結することができる。ただし、第11条に規定する申請時に申請した

覚書の案から変更があった場合については、この限りでない。 

４ フィールド提供に関する覚書を締結した研究担当課は、覚書の写しを審査会事務局

に提出しなければならない。 

（フィールド提供に関する覚書の変更） 

第14条 前条に規定する契約締結後、フィールド提供に関する事項等を変更する必要が

生じたときは、当局と共同研究者とで協議のうえ、当該覚書を変更することができる。

ただし、覚書の内容を変更する際には、審査会の承認を得なければならない。 

（研究期間の延長） 

第15条 共同研究等の研究期間の延長は、次に掲げる要件に該当するときのみ行うこと

ができる。 

(１) 当該共同研究等を代表する共同研究者に変更がないもの 

(２) 第７条第１項各号（第５号及び第６号を除く。）又は第11条第１項各号（第

４号及び第５号を除く。）に掲げる事項に原則として変更がないもの 

２ 前項に規定する共同研究等の延長を行おうとする者は、共同研究等申請書（別記様



式１－１（フィールド提供型研究のときは別記様式１－２））及び次に掲げる内容を

記載した共同研究提案書（フィールド提供型研究のときは研究実施計画書とする。）

を研究担当課を通じて審査会事務局に提出しなければならない。 

(１) 共同研究等の延長理由 

(２) 研究計画 

(３) 研究体制（変更があったときのみ） 

３ 第１項に規定する共同研究等の延長に係る審査は、原則として、当該共同研究等の

開始に係る審査と同様に行うものとする。 

（共同研究等の中止） 

第16条 天災その他やむを得ない理由により、共同研究等を継続することが困難となっ

たときは、当局と共同研究者との協議のうえ、当該共同研究等を中止することができ

る。 

２ 前項に規定する共同研究の中止により共同研究者が被った損害について、当局は責

任を負わないものとする。 

（共同研究等の成果の報告） 

第17条 共同研究者は、共同研究等の結果得られた成果について報告書を作成し、研究

担当課を通じて審査会事務局に提出しなければならない。ただし、一般共同研究につ

いては、研究担当課が報告書を作成し、審査会事務局へ提出することができる。 

２ 前項に規定する報告書の提出後に原則報告会を開催するものとする。 

３ 前項に規定する報告会は、次に掲げる各号のいずれかにより行うものとする。 

（１） 共同研究者または研究担当課による報告会 

（２） 共同研究者または研究担当課による研究発表等 

（共同研究等の成果） 

第18条 共同研究の結果得られた成果は、当局及び共同研究者が共有するものとし、当

局及び共同研究者以外の者に知らせようとするとき又は公表しようとするときは、あ

らかじめ相手方の同意を得るものとする。ただし、研究成果に関して別の定めをした

ときは、この限りでない。 

２ フィールド提供型研究の結果得られた成果を神戸市及び共同研究者以外の者に知ら

せようとするとき又は公表しようとするときは、神戸市と特定できないデータとして

扱わなければならない。ただし、研究成果の公表に関して別の定めをしたときは、こ

の限りでない。 

（共同研究等により取得した発明及び考案に係る権利の取扱い） 

第19条 当局及び共同研究者は、共同研究の報告書に基づき共同研究の実施により発明

等を得たことが明らかになったときは、当該発明等に係る知的財産権の持分等につい

て協議するものとする。 

（適用除外） 

第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱の全部又は一部を適用しない

ことができる。 

(１) 国、独立行政法人又は地方公共団体等と共同研究を行う場合 

(２) 前号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認める場合 

（雑則） 

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。 

 



 

 附 則 

この要綱は平成 ２２ 年 １１ 月 １７ 日から施行する。 

 
 附 則 

この要綱は令和  ６ 年  ４ 月  １ 日から施行する。 

 
 附 則 
この要綱は令和  ８ 年  ６ 月  １ 日から施行する。 

 

 



 別表：共同研究等の審査基準（第7条関係） 

実施案件 
審査基準 

共同研究 フィールド提供型研究 

（１）研究課題が神戸市水

道事業の行政目的に合致

したものであること。 

技術の全部または一部に、市

への適用性について評価す

る必要がある技術を含む研

究である。 

水道技術の開発に寄与する

研究である。 

（２）共同研究等として実

施することが合理的かつ

効果的なものであること。 

適切な費用及び役割分担が

された研究である。 

共同研究者の利益となり、原

則として市の費用負担がな

い研究である。 

（３）共同研究等を実施す

ることにより、神戸市の業

務に支障を及ぼさないよ

うに配慮されていること。 

関連法令を遵守し、当局の業務への影響に配慮した研究で

ある。 

 



 

別 記 様 式 １ － １  

 

 年  月  日  

 

共 同 研 究 審 査 会 事 務 局  宛  

 

申 請 者 名 

代 表 者 名  

住   所 

 

 

共 同 研 究 申 請 書  

 

 

神 戸 市 水 道 局 に お け る 外 部 機 関 と の 共 同 研 究 に 関 す る 要 綱 に 基 づ き 、  

〔 一 般 ・ 公 募 〕 共 同 研 究 に 応 募 し た い の で 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

 

 

１ ． 共 同 研 究 の 課 題 名 （ □ 研 究 期 間 の 延 長 ）  

 

 

２ ． 共 同 研 究 提 案 書 （ 別 添 ）  

 

 

３ ． 担 当 者 及 び 連 絡 先  

 

 



 

別 記 様 式 １ － ２  

 

 年  月  日  

 

共 同 研 究 審 査 会 事 務 局  宛  

 

申 請 者 名  

代 表 者 名   

住   所  

 

 

フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 申 請 書  

 

 

神 戸 市 水 道 局 に お け る 外 部 機 関 と の 共 同 研 究 に 関 す る 要 綱 に 基 づ き 、 フ ィ

ー ル ド 提 供 型 研 究 に 応 募 し た い の で 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

 

 

１ ． 研 究 の 課 題 名 （ □ 研 究 期 間 の 延 長 ）  

 

 

２ ． 研 究 実 施 計 画 書 （ 別 添 ）  

 

 

３ ． 担 当 者 及 び 連 絡 先  

 

 



別記様式２ 

 

 

○○○○ に 関 す る 共 同 研 究 契 約 書 
 

 

神戸市水道局（以下「甲」という。）と 株式会社○○○○（以下「乙」という。）

とは、○○○○に関する共同研究（以下「研究」という。）を実施するに当たり、次の

とおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（用語の定義） 

第１条 本契約において「産業財産権等」とは、以下の各号に掲げる権利をいう。 

（１） 特許法に規定する特許権及び特許を受ける権利 

（２） 実用新案法に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利 

（３） 意匠法に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利 

（４） 商標法に規定する商標権及び商標登録を受ける権利 

（５） 著作権法第２条第１項第１０号の２のプログラムの著作物又は同項第１０

号の３のデータベースの著作物（以下「プログラム等」という。）に係る同法

第２１条から第２８条に規定する著作権 

（６） 第１号から第５号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿す

ることが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの（以下「ノウハウ」

という。） 

（７） 前各号に掲げる権利に相当する外国における権利 

２ 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明を、実用

新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商標権、プログラム等の著作権

の対象となるものについては創作を、ノウハウを使用する権利の対象となるものにつ

いて案出をいう。 

３ 本契約において産業財産権等の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、

実用新案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、商標法第

２条第３項に定める行為、著作権法第２条第１項第１５号及び第１９号に定める行為

並びにノウハウの使用をいう。 

４ 本契約において「優先実施権」とは、研究により発生し甲及び乙が共有する産業財

産権について、甲が乙以外の第三者に実施許諾を行わないことを条件として、乙が当

該産業財産権を独占的に実施できる権利をいう。 

（研究の実施） 

第２条 甲及び乙は、本契約の巻末に添付する実施計画書に基づき、研究を実施する。 

（第三者への委託） 

第３条 甲及び乙は、前条に規定する実施計画書に定めた研究分担の一部を相手方の文

書による事前同意を得た場合に限り、第三者に委託することができる。 

（研究の実施期間） 

第４条 研究の実施期間は、本契約締結の日から○○ 年○○ 月○○ 日までとする。本

契約の有効期間もこれに準ずる。但し、第７条の規定は、各項の対象となる産業財産

権等の有効期間内とする。 



（研究の実施場所） 

第５条 研究の主な実施場所は、○○○○ とする。乙はその施設への立入りに際しては

事前に甲所管事務所の許可を受けなくてはならない。 

（費用の分担） 

第６条 甲及び乙は、第２条に規定する実施計画書に定めた研究分担に応じて、それぞ

れが必要とする費用を負担する。ただし、研究を遂行するにあたり甲、乙にとって著

しく負担となる費用又は分担の明らかでない費用については、甲、乙で協議して定め

るものとする。 

（産業財産権等の取扱い等） 

第７条 甲及び乙は、研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報

しなければならない。 

２ 研究において発生した産業財産権等の甲、乙それぞれの持分は、甲、乙が協議のう

え、定めるものとする。但し、協議がなされない場合又は協議が整わない場合には甲

と乙の持分は均等とする。 

３ 甲及び乙は、前項の規定に基づいて共有することとなった産業財産権等（以下「共

有産業財産権等」という。）の出願又は申請（以下「出願等」という。）及び維持保

全手続きは乙が行うこととし、当該出願等にあたっては、甲及び乙の間で共同出願に

関する取扱いを規定する契約を締結するものとする。 

４ 共有産業財産権等のうちノウハウを指定するときは、甲、乙で協議の上、指定する。 

この場合においては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

５ 甲及び乙は、共有産業財産権等の持分に応じて当該産業財産権等の取得及び管理に

要する費用を負担する。 

６ 甲及び乙は、共有産業財産権等を甲及び乙以外のものに実施させる場合には、甲乙

協議のうえ、その可否及び条件を決定するものとする。 

７ 乙は、共有産業財産権等を実施する場合、実施料の支払等について定めた実施契約

を甲及び乙の連名で締結する。 

８ 甲は、乙からの申し出により、研究終了の日から５年以内の期間において乙に対し、

優先実施権を付与できるものとする。付与期間は甲、乙で協議の上、決定するものと

する。 

９ 甲は、乙が優先実施の期間中、その第２年目以降においても産業財産権等が正当な

理由なく実施されない場合、優先実施権の付与を中止できる。 

10 甲及び乙は、既存産業財産権等を使用しなければ研究成果を実施できない場合、別

途協議のうえその取扱いにつき決定するものとする。 

11 甲及び乙のいずれかが共有産業財産権等の自己の持分を譲渡又は放棄する場合には、

あらかじめその旨を相手方に書面により通知しなければならない。 

12 甲及び乙は、共有産業財産権等を第三者が侵害した場合には、協力してその解決を

図るものとし、これに要する費用は甲、乙協議して決定する。 

13 研究において、共有するプログラムの著作物及びデータベースの著作物が得られた

場合には、それらの著作物に係る発明等を行った者は、著作権法（昭和４５年法律第

４８号）第１８条第１項、第１９条第１項及び第２０条第１項に規定する著作者人格

権を行使してはならない。 

（進捗の報告） 

第８条 乙は、定期的に研究の進捗の報告等を行い、報告の結果については議事録を作



成し、甲及び乙がこれに記名押印する。 

（研究報告書の作成） 

第９条 乙は、研究によって得た結果に基づき研究報告書を作成するものとする。 

(秘密の保持) 

第10条 甲及び乙は、研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知

り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第三者に開示・漏洩してはならない。

ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。 

（１） 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情

報 

（２） 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

（３） 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 

（４） 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容 

（５） 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたこと

を証明できる情報 

（６） 書面により事前に相手方の同意を得たもの 

２ 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の

一切の情報を本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相

手方の同意を得た場合はこの限りではない。 

３ 第１項及び第２項に定める秘密の保持については、特に定めのない限り契約満了後

においても効力を有するものとする。 

（事故の処理等） 

第11条 甲及び乙は、研究の実施に当たり事故が生じたときは、自らの責任においてこ

れを処理しなければならない。 

２ 前項の場合において、相手方又は他人に損害を与えたときは、当該損害を与えた者

がその責任を負わなければならない。 

（契約の解除） 

第12条 本研究を継続することにより甲の業務に支障が生じる恐れがあるとき又は天災

その他やむを得ない理由により本研究を継続することが困難となったときは、甲及び

乙の協議の上、本契約を解除することができる。 

２ 甲及び乙は、本契約期間中に甲又は乙のいずれかがこの契約に違反したときは、当

該違反者に対して１か月以上の期間を定めてその是正を求め、当該期間内に是正がな

されないときは、当該違反者に対し書面による通知をもって解約の申入れをすること

ができる。 

３ 前項の場合において、当該違反した者に故意又は過失があると認めるときは、損害

賠償の請求を妨げない。 

４ 甲は、本契約期間中に、甲の都合により研究設備を撤去する必要が生じたときは、

あらかじめ、その理由を付した書面により相手方に通知することにより本契約の解約

の申入れをすることができる。 

（暴力団員等の排除に関する措置） 

第13条 甲は、乙又は乙の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力

に係る者（以下「暴力団員等」という。）であること又は本覚書が暴力団員等の利益

になることが判明したときは、何ら催告を要せず本覚書を解約することができる。 

２ 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 



（原状回復義務等） 

第14条 本契約期間が満了したときは、甲及び乙は協議の上、原状回復の範囲及び方法

並びにこれに要する費用の負担方法（負担割合を含む。）を定め、当該定めに従い原

状回復を行うものとする。 

２ 第12条の規定により本契約が解除されたときは、本契約を解除された者は、甲の指

定する期限までにその費用をもって原状回復を行わなければならない。 

３ 前２項の場合において、原状回復の義務を負った者が、当該義務を履行しなかった

ために他人に損害を与えたときは、当該原状回復の義務を負った者がその損害の責任

を負うものとする。 

（疑義の解釈） 

第15条 本契約に関し疑義を生じた事項、及び本契約に定めのない事項については、甲、

乙が協議して定めるものとする。 

（補則） 

第16条 甲及び乙は神戸市情報公開条例、個人情報の保護に関する法律、その他の神戸

市の例規及び日本国の法令を遵守しなければならない。 

 

 

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各自そ

の１通を保有する。 

 

 

  ○○ 年○○ 月○○ 日 

  

神戸市中央区橘通３丁目４番２号 

甲   神戸市  

水道事業管理者   ○○ ○○  公

印 

 

 

 

                   住 所 

乙   株式会社 ○○○○ 

代表取締役社長   ○○ ○○   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実 施 計 画 書 

 
 

１． 研究題目 

 

 

２． 研究目的 

 

 

 

 

３． 研究項目及び研究費分担額  

（単位：千円） 

研 究 項 目 

研 究 分 担 

神戸市水道局 株式会社○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合 計   

 

４. 研究体制 

 

所 属 名 氏 名 役 職 名 

神戸市水道局   



 

 

 

株式会社○○○○ 

 

 

 

 

５. 研 究 期 間 

  本共同研究契約締結日から○年○月○日までとする。 

 

 

６. 実 施 場 所 

      1 ○○○○ 

      2 ○○○○ 

 

７. 使用する主な施設及び機械器具 

 

所 属 名 主 な 施 設 及 び 機 械 器 具 

神戸市水道局 

 

 

株式会社○○○○ 

 

 

 

 

８. 実施作業スケジュール（予定） 

 

 

 

 

９. 既存産業財産権等の指定 

共同研究契約書第７条に規定する既存産業財産権等は、下記のとおりとする。 

 

所 属 名 発 明 等 の 名 称 出 願 番 号 

 

神戸市水道局 

 

 

 

 

 

 



 

株式会社○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別記様式３】共同研究契約書対照表 

 

【別記様式２】標準共同研究契約書 今回契約様式（変更条文のみ記載） 

神戸市水道局（以下「甲」という。）と 株式会社○○○○（以下

「乙」という。）とは、○○○○に関する共同研究（以下「研究」とい

う。）を実施するに当たり、次のとおり契約（以下「本契約」とい

う。）を締結する。 

 

 

（用語の定義） 

第１条 本契約において「産業財産権等」とは、以下の各号に掲げる権利

をいう。 

（１） 特許法に規定する特許権及び特許を受ける権利 

（２） 実用新案法に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける

権利 

（３） 意匠法に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利 

（４） 商標法に規定する商標権及び商標登録を受ける権利 

（５） 著作権法第２条第１項第１０号の２のプログラムの著作物又

は同項第１０号の３のデータベースの著作物（以下「プログラ

ム等」という。）に係る同法第２１条から第２８条に規定する

著作権 

（６） 第１号から第５号に掲げる権利の対象とならない技術情報の

うち、秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値の

あるもの（以下「ノウハウ」という。） 

（７） 前各号に掲げる権利に相当する外国における権利 

２ 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては

発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商

標権、プログラム等の著作権の対象となるものについては創作を、ノ

ウハウを使用する権利の対象となるものについて案出をいう。 

３ 本契約において産業財産権等の「実施」とは、特許法第２条第３項に

定める行為、実用新案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第

 



２項に定める行為、商標法第２条第３項に定める行為、著作権法第２

条第１項第１５号及び第１９号に定める行為並びにノウハウの使用を

いう。 

４ 本契約において「優先実施権」とは、研究により発生し甲及び乙が共

有する産業財産権について、甲が乙以外の第三者に実施許諾を行わな

いことを条件として、乙が当該産業財産権を独占的に実施できる権利

をいう。 

 

（研究の実施） 

第２条 甲及び乙は、本契約の巻末に添付する実施計画書に基づき、研究

を実施する。 

 

 

（第三者への委託） 

第３条 甲及び乙は、前条に規定する実施計画書に定めた研究分担の一部

を相手方の文書による事前同意を得た場合に限り、第三者に委託する

ことができる。 

 

 

（研究の実施期間） 

第４条 研究の実施期間は、本契約締結の日から令和○○年○○月○○日

までとする。本契約の有効期間もこれに準ずる。但し、第７条の規定

は、各項の対象となる産業財産権等の有効期間内とする。 

 

 

（研究の実施場所） 

第５条 研究の主な実施場所は、○○○○ とする。乙はその施設への立

入りに際しては事前に甲所管事務所の許可を受けなくてはならない。 

 

 

（費用の分担） 

第６条 甲及び乙は、第２条に規定する実施計画書に定めた研究分担に応

じて、それぞれが必要とする費用を負担する。ただし、研究を遂行す

るにあたり甲、乙にとって著しく負担となる費用又は分担の明らかで

 



ない費用については、甲、乙で協議して定めるものとする。 

 

（産業財産権等の取扱い等） 

第７条 甲及び乙は、研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やか

に相互に通報しなければならない。 

２ 研究において発生した産業財産権等の甲、乙それぞれの持分は、甲、

乙が協議のうえ、定めるものとする。但し、協議がなされない場合又

は協議が整わない場合には甲と乙の持分は均等とする。 

３ 甲及び乙は、前項の規定に基づいて共有することとなった産業財産権

等（以下「共有産業財産権等」という。）の出願又は申請（以下「出

願等」という。）及び維持保全手続きは乙が行うこととし、当該出願

等にあたっては、甲及び乙の間で共同出願に関する取扱いを規定する

契約を締結するものとする。 

４ 共有産業財産権等のうちノウハウを指定するときは、甲、乙で協議の

上、指定する。この場合においては、秘匿すべき期間を明示するもの

とする。 

５ 甲及び乙は、共有産業財産権等の持分に応じて当該産業財産権等の取

得及び管理に要する費用を負担する。 

６ 甲及び乙は、共有産業財産権等を甲及び乙以外のものに実施させる場

合には、甲乙協議のうえ、その可否及び条件を決定するものとする。 

７ 乙は、共有産業財産権等を実施する場合、実施料の支払等について定

めた実施契約を甲及び乙の連名で締結する。 

８ 甲は、乙からの申し出により、研究終了の日から５年以内の期間にお

いて乙に対し、優先実施権を付与できるものとする。付与期間は甲、

乙で協議の上、決定するものとする。 

９ 甲は、乙が優先実施の期間中、その第２年目以降においても産業財産

権等が正当な理由なく実施されない場合、優先実施権の付与を中止で

きる。 

10 甲及び乙は、既存産業財産権等を使用しなければ研究成果を実施でき

ない場合、別途協議のうえその取扱いにつき決定するものとする。 

11 甲及び乙のいずれかが共有産業財産権等の自己の持分を譲渡又は放棄

 



する場合には、あらかじめその旨を相手方に書面により通知しなけれ

ばならない。 

12 甲及び乙は、共有産業財産権等を第三者が侵害した場合には、協力し

てその解決を図るものとし、これに要する費用は甲、乙協議して決定

する。 

13 研究において、共有するプログラムの著作物及びデータベースの著作

物が得られた場合には、それらの著作物に係る発明等を行った者は、

著作権法（昭和４５年法律第４８号）第１８条第１項、第１９条第１

項及び第２０条第１項に規定する著作者人格権を行使してはならな

い。 

 

（進捗の報告） 

第８条 乙は、定期的に研究の進捗の報告等を行い、報告の結果について

は議事録を作成し、甲及び乙がこれに記名押印する。 

 

 

（研究報告書の作成） 

第９条 乙は、研究によって得た結果に基づき研究報告書を作成するもの

とする。 

 

 

(秘密の保持) 

第10条 甲及び乙は、研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供

を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第三者

に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報

については、この限りではない。 

（１） 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを

証明できる情報 

（２） 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

（３） 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知とな

った情報 

（４） 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明で

きる内容 

 



（５） 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得

していたことを証明できる情報 

（６） 書面により事前に相手方の同意を得たもの 

２ 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上

及び営業上の一切の情報を本研究以外の目的に使用してはならない。

ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではな

い。 

３ 第１項及び第２項に定める秘密の保持については、特に定めのない限

り契約満了後においても効力を有するものとする。 

 

（事故の処理等） 

第11条 甲及び乙は、研究の実施に当たり事故が生じたときは、自らの責

任においてこれを処理しなければならない。 

２ 前項の場合において、相手方又は他人に損害を与えたときは、当該損

害を与えた者がその責任を負わなければならない。 

 

 

（契約の解除） 

第12条 本研究を継続することにより甲の業務に支障が生じる恐れがある

とき又は天災その他やむを得ない理由により本研究を継続することが

困難となったときは、甲及び乙の協議の上、本契約を解除することが

できる。 

２ 甲及び乙は、本契約期間中に甲又は乙のいずれかがこの契約に違反し

たときは、当該違反者に対して１か月以上の期間を定めてその是正を

求め、当該期間内に是正がなされないときは、当該違反者に対し書面

による通知をもって解約の申入れをすることができる。 

３ 前項の場合において、当該違反した者に故意又は過失があると認める

ときは、損害賠償の請求を妨げない。 

４ 甲は、本契約期間中に、甲の都合により研究設備を撤去する必要が生

じたときは、あらかじめ、その理由を付した書面により相手方に通知

することにより本契約の解約の申入れをすることができる。 

 

 



（暴力団員等の排除に関する措置） 

第13条 甲は、乙又は乙の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他

の反社会勢力に係る者（以下「暴力団員等」という。）であること又は

本覚書が暴力団員等の利益になることが判明したときは、何ら催告を要

せず本覚書を解約することができる。 

２ 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

 

 

（原状回復義務等） 

第14条本契約期間が満了したときは、甲及び乙は協議の上、原状回復の

範囲及び方法並びにこれに要する費用の負担方法（負担割合を含

む。）を定め、当該定めに従い原状回復を行うものとする。 

２ 第12条の規定により本契約が解除されたときは、本契約を解除された

者は、甲の指定する期限までにその費用をもって原状回復を行わなけ

ればならない。 

３ 前２項の場合において、原状回復の義務を負った者が、当該義務を履

行しなかったために他人に損害を与えたときは、当該原状回復の義務

を負った者がその損害の責任を負うものとする。 

 

 

（疑義の解釈） 

第15条 本契約に関し疑義を生じた事項、及び本契約に定めのない事項に

ついては、甲、乙が協議して定めるものとする。 

 

 

（補則） 

第16条 甲及び乙は神戸市情報公開条例、個人情報の保護に関する法律、

その他の神戸市の例規及び日本国の法令を遵守しなければならない。 

 

 

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、それぞれ記名押

印のうえ各自その１通を保有する。 

 

 

 



別記様式４（管路・水管橋用） 

     の 研 究 に 関 す る 覚 書  

 

神 戸 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と      （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） と は 、

「      の 研 究（ 以 下「 本 研 究 」と い う 。）」を 実 施 す る に 当 た り 、次 の と

お り 覚 書 （ 以 下 「 本 覚 書 」 と い う 。） を 締 結 す る 。  

 

（ 研 究 の 実 施 ）  

第 １ 条  乙 は 、 本 研 究 を 行 う た め 、 本 覚 書 の 巻 末 に 添 付 す る 実 施 計 画 書 に お い

て 定 め る 実 施 場 所 を 研 究 施 設 と し 、当 該 実 施 計 画 書 に 基 づ き 研 究 を 実 施 す る 。 

（研 究 の実 施 期 間 ） 

第 ２ 条  本 研 究 の 実 施 期 間 は 、 本 覚 書 締 結 の 日 か ら   年   月   日 ま で と

す る 。 本 覚 書 の 有 効 期 間 も こ れ に 準 ず る 。  

（土 地 等 の使 用 ） 

第 ３ 条  本 研 究 の 実 施 に 際 し て 必 要 と な る 甲 の 行 政 財 産 に つ い て 、 甲 は 、 本 研

究 の 実 施 期 間 中 、 使 用 を 許 可 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 許 可 に 際 し 、 乙 は 、 事 前 に 甲 が 定 め る 使 用 許 可 申 請 書 に よ り 申 請 を

行 い 、 甲 は 行 政 財 産 使 用 許 可 書 を 交 付 す る 。  

（研 究 施 設 の設 置 又 は改 造 等 ） 

第 ４ 条  乙 は 、 研 究 施 設 の 設 置 又 は 改 造 等 に お い て 、 事 前 に 安 全 対 策 、 工 事 体

制 、作 業 日 程 及 び 作 業 内 容 等 を 記 し た 施 工 計 画 書 を 提 出 し 、甲 の 承 諾 を 得 る

も の と す る 。  

（研 究 施 設 の維 持 管 理 ） 

第 ５ 条  乙 は 、 研 究 施 設 を 適 切 に 維 持 管 理 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、 維 持 管 理 の 状 況 を 甲 に 適 宜 報 告 す る も の と し 、 甲 が 研 究 施 設 の 状 況

を 把 握 で き る よ う に し な け れ ば な ら な い 。  

（安 全 衛 生 管 理 ） 

第 ６ 条  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 中 、 乙 の 責 任 に お い て 安 全 管 理 に 必 要 な 措 置

を 講 じ 、 労 働 災 害 の 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 に 当 た っ て は 、 労 働 安 全 衛 生 法 等 災 害 防 止 関 連 法 規 の

定 め る と こ ろ に よ り 、必 要 な 措 置 を 講 じ 、労 働 災 害 の 防 止 に 努 め な け れ ば な

ら な い 。  

３  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 中 、 安 全 衛 生 上 に 問 題 が 生 じ た と き は 、 遅 滞 な く

必 要 な 措 置 を 講 じ る と と も に 甲 に 届 け な け れ ば な ら な い 。  

４  乙 は 、 作 業 員 に 対 し 適 正 な 安 全 衛 生 教 育 を 行 う と 共 に 、 危 険 な 作 業 箇 所 に

つ い て は 適 切 な 安 全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

（契 約 の変 更 ） 



第 ７ 条  甲 及 び 乙 は 、 本 覚 書 の 内 容 に つ い て 変 更 す る 必 要 が 生 じ た と き は 、 相

手 方 と 協 議 の う え 、 書 面 に よ り 変 更 す る こ と が で き る 。  

（研 究 の中 断 ） 

第 ８ 条  乙 は 、 本 研 究 に よ り 研 究 施 設 に 不 具 合 が 生 じ た と き は 、 速 や か に 研 究

を 中 断 す る 等 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 必 要 な 措 置 を 講 じ る 。  

（事 故 の処 理 等 ） 

第 ９ 条  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 に 当 た り 事 故 を 発 生 さ せ た と き は 、 自 ら の 責 任 に

お い て こ れ を 処 理 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 甲 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 乙 が そ の 責 任

を 負 わ な け れ ば な ら な い 。  

（守 秘 義 務 ） 

第 10 条  甲 及 び 乙 は 、事 前 に 相 手 方 の 承 諾 を 得 た 場 合 を 除 き 、本 研 究 の 実 施 に

よ り 知 り 得 た 相 手 方 の 業 務 上 の 秘 密 、そ の 他 の 情 報 を 目 的 外 に 使 用 し 、又 は

第 三 者 に 開 示 し 、 若 し く は 利 用 さ せ て は な ら な い 。  

（研 究 成 果 の報 告 等 ） 

第 11 条  乙 は 、本 研 究 に よ っ て 得 た 結 果 に 基 づ き 研 究 報 告 書 を 作 成 し 甲 へ 提 出

す る と と も に 、甲 が 求 め た 場 合 は 、甲 の 指 定 す る 場 所 に お い て 、本 研 究 の 報

告 会 を 開 催 す る 。  

２  甲 及 び 乙 は 、 本 研 究 成 果 を 第 三 者 に 発 表 す る 場 合 に お い て 、 研 究 の 実 施 場

所 を 特 定 で き な い デ ー タ と し て 扱 わ な け れ ば な ら な い 。  

（覚 書 の解 除 ） 

第 12 条  天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、本 研 究 を 継 続 す る こ と が 困 難 と

な っ た と き は 、 甲 乙 協 議 の う え 、 本 覚 書 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

２  甲 は 、 本 覚 書 期 間 中 に 、 甲 の 都 合 に よ り 本 研 究 施 設 を 撤 去 す る 必 要 が 生 じ

た と き は 、あ ら か じ め 、そ の 理 由 を 付 し た 書 面 を 乙 に 通 知 す る こ と に よ り 本

覚 書 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

３  甲 は 、 本 覚 書 期 間 中 に 乙 が 本 覚 書 に 違 反 し た と き は 、 １ 月 以 上 の 期 間 を 定

め て そ の 是 正 を 求 め 、当 該 期 間 内 に 是 正 が な さ れ な い と き は 、甲 は 乙 に 対 し

書 面 に よ る 通 知 を も っ て 本 覚 書 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

４  前 項 の 場 合 に お い て 、 乙 の 故 意 又 は 過 失 が あ る と 認 め る と き は 、 損 害 賠 償

の 請 求 を 妨 げ な い 。  

（暴 力 団 員 等 の排 除 に関 する措 置 ） 

第 13 条  甲 は 、乙 又 は 乙 の 役 員 が 暴 力 団 、暴 力 団 員 、暴 力 団 関 係 者 そ の 他 の 反

社 会 勢 力 に 係 る 者 （ 以 下 「 暴 力 団 員 等 」 と い う 。） で あ る こ と 又 は 本 覚 書 が

暴 力 団 員 等 の 利 益 に な る こ と が 判 明 し た と き は 、何 ら 催 告 を 要 せ ず 本 覚 書 を

解 約 す る こ と が で き る 。  



２  前 項 の 規 定 は 、 甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 を 妨 げ る も の で は な い 。  

（原 状 回 復 義 務 等 ） 

第 14 条  乙 は 、 本 覚 書 期 間 が 満 了 し た と き 及 び 第 12 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 本

覚 書 を 解 除 し た と き は 、原 則 と し て 、乙 の 費 用 を も っ て 使 用 財 産 の 原 状 回 復

を 行 う も の と す る 。  

２  第 12 条 第 ２ 項 、 第 ３ 項 及 び 第 13 条 の 規 定 に よ り 本 覚 書 が 解 約 さ れ た と き

は 、乙 は 、甲 の 指 定 す る 期 限 ま で に 乙 の 費 用 を も っ て 原 状 回 復 を 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  

３  前 ２ 項 の 場 合 に お い て 、 乙 が 当 該 義 務 を 履 行 し な か っ た た め に 甲 又 は 第 三

者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 乙 が そ の 損 害 の 責 を 負 う も の と す る 。  

（疑 義 の解 釈 ） 

第 15 条  本 覚 書 に 関 し 疑 義 を 生 じ た 事 項 、及 び 本 覚 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い

て は 、 甲 及 び 乙 が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

  



 

こ の 覚 書 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の う え 、

各 自 そ の １ 通 を 保 有 す る 。  

 

 

  年   月   日  

 

 

甲  神 戸 市 中 央 区 橘 通 ３ － ４ － ２  

       神 戸 市 水 道 事 業 管 理 者   

 

 

 

乙   

 

 

 

 



別記様式４（管路・水管橋用） 

実 施 計 画 書 

 

１．研究目的 
 

２．実施場所  

 

 

３．研究計画 

  （予定） 

 

 

 

 

 

４．研究項目 

 

５．研究体制 覚書締結後、提出 

６．使用する主

な施設及び機

械器具 

甲 

 

乙 

 

７．維持管理 覚書締結後、提出 

８．安全対策 覚書締結後、提出 

９．その他 
 

 



別記様式４（施設用） 

     の 研 究 に 関 す る 覚 書  

 

神 戸 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と      （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） と は 、

「      の 研 究（ 以 下「 本 研 究 」と い う 。）」を 実 施 す る に 当 た り 、次 の と

お り 覚 書 （ 以 下 「 本 覚 書 」 と い う 。） を 締 結 す る 。  

 

（研 究 の実 施 ） 

第 １ 条  乙 は 、 本 研 究 を 行 う た め 、 本 覚 書 の 巻 末 に 添 付 す る 実 施 計 画 書 に お い

て 定 め る 実 施 場 所 を 研 究 施 設 と し 、当 該 実 施 計 画 書 に 基 づ き 研 究 を 実 施 す る 。 

（研 究 の実 施 期 間 ） 

第 ２ 条  本 研 究 の 実 施 期 間 は 、 本 覚 書 締 結 の 日 か ら   年   月   日 ま で と

す る 。 本 覚 書 の 有 効 期 間 も こ れ に 準 ず る 。  

（土 地 等 の使 用 ） 

第 ３ 条  本 研 究 の 実 施 に 際 し て 必 要 と な る 甲 の 行 政 財 産 に つ い て 、 甲 は 、 本 研

究 の 実 施 期 間 中 、 使 用 を 許 可 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 許 可 に 際 し 、 乙 は 、 事 前 に 甲 が 定 め る 使 用 許 可 申 請 書 に よ り 申 請 を

行 い 、 甲 は 行 政 財 産 使 用 許 可 書 を 交 付 す る 。  

（水 、電 気 及 びガス等 の使 用 ） 

第 ４ 条  甲 は 、 本 研 究 の 実 施 に 必 要 と な る 水 、 電 気 及 び ガ ス 等 の 使 用 を 許 可 す

る も の と す る 。  

２  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 に お け る 水 、 電 気 及 び ガ ス 等 の 使 用 料 に つ い て 、

甲 か ら 請 求 が あ っ た 場 合 、 甲 が 指 定 す る 期 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。  

（研 究 施 設 の設 置 又 は改 造 等 ） 

第 ５ 条  乙 は 、 研 究 施 設 の 設 置 又 は 改 造 等 に お い て 、 事 前 に 安 全 対 策 、 工 事 体

制 、作 業 日 程 及 び 作 業 内 容 等 を 記 し た 施 工 計 画 書 を 提 出 し 、甲 の 承 諾 を 得 る

も の と す る 。  

（研 究 施 設 の維 持 管 理 ） 

第 ６ 条  乙 は 、 研 究 施 設 を 適 切 に 維 持 管 理 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、 維 持 管 理 の 状 況 を 甲 に 適 宜 報 告 す る も の と し 、 甲 が 研 究 施 設 の 状 況

を 把 握 で き る よ う に し な け れ ば な ら な い 。  

（安 全 衛 生 管 理 ） 

第 ７ 条  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 中 、 乙 の 責 任 に お い て 安 全 管 理 に 必 要 な 措 置

を 講 じ 、 労 働 災 害 の 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 に 当 た っ て は 、 労 働 安 全 衛 生 法 等 災 害 防 止 関 連 法 規 の

定 め る と こ ろ に よ り 、必 要 な 措 置 を 講 じ 、労 働 災 害 の 防 止 に 努 め な け れ ば な

ら な い 。  



３  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 中 、 安 全 衛 生 上 に 問 題 が 生 じ た と き は 、 遅 滞 な く

必 要 な 措 置 を 講 じ る と と も に 甲 に 届 け な け れ ば な ら な い 。  

４  乙 は 、 作 業 員 に 対 し 適 正 な 安 全 衛 生 教 育 を 行 う と 共 に 、 危 険 な 作 業 箇 所 に

つ い て は 適 切 な 安 全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

（契 約 の変 更 ） 

第 ８ 条  甲 及 び 乙 は 、 本 覚 書 の 内 容 に つ い て 変 更 す る 必 要 が 生 じ た と き は 、 相

手 方 と 協 議 の う え 、 書 面 に よ り 変 更 す る こ と が で き る 。  

（研 究 の中 断 ） 

第 ９ 条  乙 は 、 本 研 究 に よ り 研 究 施 設 に 不 具 合 が 生 じ た と き は 、 速 や か に 研 究

を 中 断 す る 等 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 必 要 な 措 置 を 講 じ る 。  

（事 故 の処 理 等 ） 

第 10 条  乙 は 、本 研 究 の 実 施 に 当 た り 事 故 を 発 生 さ せ た と き は 、自 ら の 責 任 に

お い て こ れ を 処 理 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 甲 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 乙 が そ の 責 任

を 負 わ な け れ ば な ら な い 。  

（守 秘 義 務 ） 

第 11 条  甲 及 び 乙 は 、事 前 に 相 手 方 の 承 諾 を 得 た 場 合 を 除 き 、本 研 究 の 実 施 に

よ り 知 り 得 た 相 手 方 の 業 務 上 の 秘 密 、そ の 他 の 情 報 を 目 的 外 に 使 用 し 、又 は

第 三 者 に 開 示 し 、 若 し く は 利 用 さ せ て は な ら な い 。  

（研 究 成 果 の報 告 等 ） 

第 12 条  乙 は 、本 研 究 に よ っ て 得 た 結 果 に 基 づ き 研 究 報 告 書 を 作 成 し 甲 へ 提 出

す る と と も に 、甲 が 求 め た 場 合 は 、甲 の 指 定 す る 場 所 に お い て 、本 研 究 の 報

告 会 を 開 催 す る 。  

２  甲 及 び 乙 は 、 本 研 究 成 果 を 第 三 者 に 発 表 す る 場 合 に お い て 、 研 究 の 実 施 場

所 を 特 定 で き な い デ ー タ と し て 扱 わ な け れ ば な ら な い 。  

（覚 書 の解 除 ） 

第 13 条  天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、本 研 究 を 継 続 す る こ と が 困 難 と

な っ た と き は 、 甲 乙 協 議 の う え 、 本 覚 書 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

２  甲 は 、 本 覚 書 期 間 中 に 、 甲 の 都 合 に よ り 本 研 究 施 設 を 撤 去 す る 必 要 が 生 じ

た と き は 、あ ら か じ め 、そ の 理 由 を 付 し た 書 面 を 乙 に 通 知 す る こ と に よ り 本

覚 書 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

３  甲 は 、 本 覚 書 期 間 中 に 乙 が 本 覚 書 に 違 反 し た と き は 、 １ 月 以 上 の 期 間 を 定

め て そ の 是 正 を 求 め 、当 該 期 間 内 に 是 正 が な さ れ な い と き は 、甲 は 乙 に 対 し

書 面 に よ る 通 知 を も っ て 本 覚 書 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

４  前 項 の 場 合 に お い て 、 乙 の 故 意 又 は 過 失 が あ る と 認 め る と き は 、 損 害 賠 償

の 請 求 を 妨 げ な い 。  



（暴 力 団 員 等 の排 除 に関 する措 置 ） 

第 14 条  甲 は 、乙 又 は 乙 の 役 員 が 暴 力 団 、暴 力 団 員 、暴 力 団 関 係 者 そ の 他 の 反

社 会 勢 力 に 係 る 者 （ 以 下 「 暴 力 団 員 等 」 と い う 。） で あ る こ と 又 は 本 覚 書 が

暴 力 団 員 等 の 利 益 に な る こ と が 判 明 し た と き は 、何 ら 催 告 を 要 せ ず 本 覚 書 を

解 約 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 を 妨 げ る も の で は な い 。  

（原 状 回 復 義 務 等 ） 

第 15 条  乙 は 、 本 覚 書 期 間 が 満 了 し た と き 及 び 第 13 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 本

覚 書 を 解 除 し た と き は 、原 則 と し て 、乙 の 費 用 を も っ て 使 用 財 産 の 原 状 回 復

を 行 う も の と す る 。  

２  第 13 条 第 ２ 項 、 第 ３ 項 及 び 第 14 条 の 規 定 に よ り 本 覚 書 が 解 約 さ れ た と き

は 、乙 は 、甲 の 指 定 す る 期 限 ま で に 乙 の 費 用 を も っ て 原 状 回 復 を 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  

３  前 ２ 項 の 場 合 に お い て 、 乙 が 当 該 義 務 を 履 行 し な か っ た た め に 甲 又 は 第 三

者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 乙 が そ の 損 害 の 責 を 負 う も の と す る 。  

（疑 義 の解 釈 ） 

第 16 条  本 覚 書 に 関 し 疑 義 を 生 じ た 事 項 、及 び 本 覚 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い

て は 、 甲 及 び 乙 が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

  



 

こ の 覚 書 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の う え 、

各 自 そ の １ 通 を 保 有 す る 。  

 

 

  年   月   日  

 

 

甲  神 戸 市 中 央 区 橘 通 ３ － ４ － ２  

       神 戸 市 水 道 事 業 管 理 者   

 

 

 

乙   

 

 

 

 



別記様式４（施設用） 

実 施 計 画 書 

 

１．研究目的 
 

２．実施場所  

 

 

３．研究計画 

  （予定） 

 

 

 

 

 

４．研究項目 

 

５．研究体制 覚書締結後、提出 

６．使用する主

な施設及び機

械器具 

甲 

 

乙 

 

７．使用する

水、電気、ガス

等及び費用負

担 

 

８．維持管理 覚書締結後、提出 

９．安全対策 覚書締結後、提出 

10．その他 
 



 



【別記様式５】フィールド提供に関する覚書対照表（管路・水管橋用） 

 

【別記様式４】フィールド提供に関する標準覚書（管路・水管橋用） 今回契約様式（変更条文のみ記載） 

神戸市（以下「甲」という。）と     （以下「乙」という。）

とは、「     の研究（以下「本研究」という。）」を実施するに

当たり、次のとおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。 

 

 

（研究の実施） 

第１条 乙は、本研究を行うため、本覚書の巻末に添付する実施計画書に

おいて定める実施場所を研究施設とし、当該実施計画書に基づき研究

を実施する。 

 

 

（研究の実施期間） 

第２条 本研究の実施期間は、本覚書締結の日から  年  月  日ま

でとする。本覚書の有効期間もこれに準ずる。 

 

 

（土地等の使用） 

第３条 本研究の実施に際して必要となる甲の行政財産について、甲は、

本研究の実施期間中、使用を許可するものとする。 

２ 前項の許可に際し、乙は、事前に甲が定める使用許可申請書により申

請を行い、甲は行政財産使用許可書を交付する。 

 

 

（研究施設の設置又は改造等） 

第４条 乙は、研究施設の設置又は改造等において、事前に安全対策、工

事体制、作業日程及び作業内容等を記した施工計画書を提出し、甲の

承諾を得るものとする。 

 

 

（研究施設の維持管理） 

第５条 乙は、研究施設を適切に維持管理するものとする。 

 



２ 乙は、維持管理の状況を甲に適宜報告するものとし、甲が研究施設の

状況を把握できるようにしなければならない。 

 

（安全衛生管理） 

第６条 乙は、本研究の実施期間中、乙の責任において安全管理に必要な

措置を講じ、労働災害の防止に努めなければならない。 

２ 乙は、本研究の実施に当たっては、労働安全衛生法等災害防止関連法

規の定めるところにより、必要な措置を講じ、労働災害の防止に努め

なければならない。 

３ 乙は、本研究の実施期間中、安全衛生上に問題が生じたときは、遅滞

なく必要な措置を講じるとともに甲に届けなければならない。 

４ 乙は、作業員に対し適正な安全衛生教育を行うと共に、危険な作業箇

所については適切な安全対策を講じなければならない。 

 

 

（契約の変更） 

第７条 甲及び乙は、本覚書の内容について変更する必要が生じたとき

は、相手方と協議のうえ、書面により変更することができる。 

 

 

（研究の中断） 

第８条 乙は、本研究により研究施設に不具合が生じたときは、速やかに

研究を中断する等、甲の指示に従って必要な措置を講じる。 

 

 

（事故の処理等） 

第９条 乙は、本研究の実施に当たり事故を発生させたときは、自らの責

任においてこれを処理しなければならない。 

２ 前項の場合において、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙がその

責任を負わなければならない。 

 

 

（守秘義務） 

第10条 甲及び乙は、事前に相手方の承諾を得た場合を除き、本研究の実

 



施により知り得た相手方の業務上の秘密、その他の情報を目的外に使

用し、又は第三者に開示し、若しくは利用させてはならない。 

 

（研究成果の報告等） 

第11条 乙は、本研究によって得た結果に基づき研究報告書を作成し甲へ

提出するとともに、甲が求めた場合は、甲の指定する場所において、

本研究の報告会を開催する。 

２ 甲及び乙は、本研究成果を第三者に発表する場合において、研究の実

施場所を特定できないデータとして扱わなければならない。 

 

 

（覚書の解除） 

第12条 天災その他やむを得ない理由により、本研究を継続することが困

難となったときは、甲乙協議のうえ、本覚書を解除することができ

る。 

２ 甲は、本覚書期間中に、甲の都合により本研究施設を撤去する必要が

生じたときは、あらかじめ、その理由を付した書面を乙に通知するこ

とにより本覚書を解除することができる。 

３ 甲は、本覚書期間中に乙が本覚書に違反したときは、１月以上の期間

を定めてその是正を求め、当該期間内に是正がなされないときは、甲

は乙に対し書面による通知をもって本覚書を解除することができる。 

４ 前項の場合において、乙の故意又は過失があると認めるときは、損害

賠償の請求を妨げない。 

 

 

（暴力団員等の排除に関する措置） 

第13条 甲は、乙又は乙の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他

の反社会勢力に係る者（以下「暴力団員等」という。）であること又

は本覚書が暴力団員等の利益になることが判明したときは、何ら催告

を要せず本覚書を解約することができる。 

２ 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

 

 



（原状回復義務等） 

第14条 乙は、本覚書期間が満了したとき及び第12条第１項の規定により

本覚書を解除したときは、原則として、乙の費用をもって使用財産の

原状回復を行うものとする。 

２ 第12条第２項、第３項及び第13条の規定により本覚書が解約されたと

きは、乙は、甲の指定する期限までに乙の費用をもって原状回復を行

わなければならない。 

３ 前２項の場合において、乙が当該義務を履行しなかったために甲又は

第三者に損害を与えたときは、乙がその損害の責を負うものとする。 

 

 

（疑義の解釈） 

第15条 本覚書に関し疑義を生じた事項、及び本覚書に定めのない事項に

ついては、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

 

この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印

のうえ、各自その１通を保有する。 

 

 



【別記様式５】フィールド提供に関する覚書対照表（施設用） 

 

【別記様式４】フィールド提供に関する標準覚書（施設用） 今回契約様式（変更条文のみ記載） 

神戸市（以下「甲」という。）と     （以下「乙」という。）

とは、「     の研究（以下「本研究」という。）」を実施するに

当たり、次のとおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。 

 

 

（研究の実施） 

第１条 乙は、本研究を行うため、本覚書の巻末に添付する実施計画書に

おいて定める実施場所を研究施設とし、当該実施計画書に基づき研究

を実施する。 

 

 

（研究の実施期間） 

第２条 本研究の実施期間は、本覚書締結の日から  年  月  日ま

でとする。本覚書の有効期間もこれに準ずる。 

 

 

（土地等の使用） 

第３条 本研究の実施に際して必要となる甲の行政財産について、甲は、

本研究の実施期間中、使用を許可するものとする。 

２ 前項の許可に際し、乙は、事前に甲が定める使用許可申請書により申

請を行い、甲は行政財産使用許可書を交付する。 

 

 

（水、電気及びガス等の使用） 

第４条 甲は、本研究の実施に必要となる水、電気及びガス等の使用を許

可するものとする。 

２ 乙は、本研究の実施期間における水、電気及びガス等の使用料につい

て、甲から請求があった場合、甲が指定する期日までに支払うものと

する。 

 

 

（研究施設の設置又は改造等）  



第５条 乙は、研究施設の設置又は改造等において、事前に安全対策、工

事体制、作業日程及び作業内容等を記した施工計画書を提出し、甲の

承諾を得るものとする。 

 

（研究施設の維持管理） 

第６条 乙は、研究施設を適切に維持管理するものとする。 

２ 乙は、維持管理の状況を甲に適宜報告するものとし、甲が研究施設の

状況を把握できるようにしなければならない。 

 

 

（安全衛生管理） 

第７条 乙は、本研究の実施期間中、乙の責任において安全管理に必要な

措置を講じ、労働災害の防止に努めなければならない。 

２ 乙は、本研究の実施に当たっては、労働安全衛生法等災害防止関連法

規の定めるところにより、必要な措置を講じ、労働災害の防止に努め

なければならない。 

３ 乙は、本研究の実施期間中、安全衛生上に問題が生じたときは、遅滞

なく必要な措置を講じるとともに甲に届けなければならない。 

４ 乙は、作業員に対し適正な安全衛生教育を行うと共に、危険な作業箇

所については適切な安全対策を講じなければならない。 

 

 

（契約の変更） 

第８条 甲及び乙は、本覚書の内容について変更する必要が生じたとき

は、相手方と協議のうえ、書面により変更することができる。 

 

 

（研究の中断） 

第９条 乙は、本研究により研究施設に不具合が生じたときは、速やかに

研究を中断する等、甲の指示に従って必要な措置を講じる。 

 

 

（事故の処理等） 

第10条 乙は、本研究の実施に当たり事故を発生させたときは、自らの責

 



任においてこれを処理しなければならない。 

２ 前項の場合において、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙がその

責任を負わなければならない。 

 

（守秘義務） 

第11条 甲及び乙は、事前に相手方の承諾を得た場合を除き、本研究の実

施により知り得た相手方の業務上の秘密、その他の情報を目的外に使

用し、又は第三者に開示し、若しくは利用させてはならない。 

 

 

（研究成果の報告等） 

第12条 乙は、本研究によって得た結果に基づき研究報告書を作成し甲へ

提出するとともに、甲が求めた場合は、甲の指定する場所において、

本研究の報告会を開催する。 

２ 甲及び乙は、本研究成果を第三者に発表する場合において、研究の実

施場所を特定できないデータとして扱わなければならない。 

 

 

（覚書の解除） 

第13条 天災その他やむを得ない理由により、本研究を継続することが困

難となったときは、甲乙協議のうえ、本覚書を解除することができ

る。 

２ 甲は、本覚書期間中に、甲の都合により本研究施設を撤去する必要が

生じたときは、あらかじめ、その理由を付した書面を乙に通知するこ

とにより本覚書を解除することができる。 

３ 甲は、本覚書期間中に乙が本覚書に違反したときは、１月以上の期間

を定めてその是正を求め、当該期間内に是正がなされないときは、甲

は乙に対し書面による通知をもって本覚書を解除することができる。 

４ 前項の場合において、乙の故意又は過失があると認めるときは、損害

賠償の請求を妨げない。 

 

 

（暴力団員等の排除に関する措置）  



第14条 甲は、乙又は乙の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他

の反社会勢力に係る者（以下「暴力団員等」という。）であること又

は本覚書が暴力団員等の利益になることが判明したときは、何ら催告

を要せず本覚書を解約することができる。 

２ 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

 

（原状回復義務等） 

第15条 乙は、本覚書期間が満了したとき及び第13条第１項の規定により

本覚書を解除したときは、原則として、乙の費用をもって使用財産の

原状回復を行うものとする。 

２ 第13条第２項、第３項及び第14条の規定により本覚書が解約されたと

きは、乙は、甲の指定する期限までに乙の費用をもって原状回復を行

わなければならない。 

３ 前２項の場合において、乙が当該義務を履行しなかったために甲又は

第三者に損害を与えたときは、乙がその損害の責を負うものとする。 

 

 

（疑義の解釈） 

第16条 本覚書に関し疑義を生じた事項、及び本覚書に定めのない事項に

ついては、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

 

この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印

のうえ、各自その１通を保有する。 
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